
令和3年度（2021年度） 令和4年度（2022年度）

⼟地区画整理事業
都市計画決定

令和元年度（2019年度） 令和2年度（2020年度）

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会
第１回

（令和2年（2020年）7⽉下旬（本⽇））

・深沢地域整備事業の概要及びこれまでの検討経過
・まちづくりガイドラインの策定について

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会
第2回

（令和2年（2020年） 10⽉下旬）

・基本⽅針素案について

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定委員会
第3回

（令和3年（2021年） 1⽉中旬）

・基本⽅針最終案について

鎌倉市深沢地区まちづくりガイドライン策定ロードマップ
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資料６

深沢地区まちづくりガイドライン 基本⽅針検討・策定 深沢地区まちづくりガイドライン 本編の内容の検討

地区計画の都市計画決定

深沢地区まちづくりガイドライン 基本⽅針検討・策定 委員会スケジュール

地区整備計画の⽅針検討
鎌倉市深沢地区

まちづくり⽅針実現化検討
委員会
答申

地区計画の⽅針検討

⼟地区画整理事業
事業認可

■地区計画とは
! 地区の⽬標、将来像を⽰す「地区計画の⽅針」と、⽣活道路の配置や、建築物の建て⽅のルールなど
を具体的に定める「地区整備計画」で構成され、住⺠等の意⾒を反映して、街並みなどその地区独⾃
のまちづくりのルールをきめ細かく定めることができる都市計画法に基づく制度で、今回策定するガイドライ
ンの実効性を担保するものとなります。

反映

■⼟地区画整理事業とは
! ⼟地区画整理事業は、安全で住みよいまちとするため、⼟地所有者の⼟地を少しずつ出し合って、道路、
公園などの公共施設を計画的に整備、改善し、⼟地・区画の形を整えて、良好な環境を備えた宅地整
備を⾏う総合的なまちづくり事業です。

地区計画

地区計画の⽅針
・地区計画の⽬標
・⼟地利⽤の⽅針
・地区施設の整備の⽅針
・その他当該地区の整備、開発及び保全に関する⽅針

地区整備計画
・地区施設の配置及び規模
・建築物等の制限
・⼟地利⽤に関する事項


